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第２０回交通政策審議会航空分科会基本政策部会 

 

令 和 ４ 年 １ １ 月 ８ 日 （ 火 ） 

国土交通省（中央合同庁舎３号館） 

８ 階 特 別 会 議 室 

 

 

【航空イノベーション推進官】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第２

０回交通政策審議会航空分科会基本政策部会を開催いたします。 

 御出席の皆様方には、大変お忙しいところ御参加いただきまし 

て、誠にありがとうございます。事務局を務めます航空局総務課企画室の浅井でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、航空局長の久保田から一言御挨拶を申し上げます。 

【航空局長】  屋井部会長をはじめ委員の皆様方、おはようございます。大変お忙しい

中、お時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。そして、常日頃から、航空

行政の各般にわたりまして御指導と御助言を賜っておりますこと、厚く御礼申し上げる次

第でございます。 

 前回６月の部会におきまして、航空分野における脱炭素について御議論いただきました。

さきの通常国会において、航空法等の一部を改正する法律、これは６月１０日に公布をし

てございます。この法律におきまして、今後の航空分野の脱炭素化の取組の指針となりま

す航空脱炭素化推進基本方針を年内に策定することを、我々、今予定してございます。前

回の部会におきましても御議論いただいた点、そんなものを踏まえまして、本日は基本方

針の案ということで御説明申し上げ、忌憚のない御意見を頂戴したいと思ってございます。 

 それから今日は、脱炭素化に加えまして、空飛ぶクルマやドローンのレベル４、これも

今年の１２月の施行を予定してございますけれども、そういった次世代モビリティーの実

用化に向けた状況につきましても現状を御説明申し上げて、この分野についても忌憚のな

い御意見を頂戴できればと思ってございます。 

 限られた時間でございますけれども、ぜひ忌憚なく教えていただきたいと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 私からは以上でございます。ありがとうございます。 
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【航空イノベーション推進官】  本日の会議は、前回に引き続き、オンラインと対面の

併用で実施しております。 

 オンラインで御参加の方は御発言いただく際には、挙手ボタンを押していただければと

思います。なお、音声が聞き取りにくいなどの問題がございましたら、ｔｅａｍｓのメッ

セージなどで事務局にお知らせください。 

 また、こちらにお見えの委員におかれましては、実際に挙手をお願いできればと存じま

す。マイクを御使用になる場合は、こちらのトークボタンを押していただきますと、赤い

ランプがつきますので、お話ください。終わりましたらもう一度トークボタンを押して、

オフにしていただくようお願いいたします。 

 なお、本会議については、報道関係の方もオンラインで傍聴されております。 

 それでは、次に、前回の部会以降に委員の御異動がございましたので、御報告申し上げ

ます。令和４年９月７日付で村井委員、１０月２２日付で大橋委員が御退任されました。 

 本日御出席の委員の皆様の御紹介は、お手元の出席委員名簿に代えさせていただきたい

と思います。 

 なお、所用により、慶應義塾大学の加藤委員は１１時３０分頃までの御予定でございま

す。また、事業構想大学院大学の田中委員は、１１時２０分頃からオンラインにて御参加

いただく予定でございます。 

 国土交通省側の出席者につきましても、お手元の出席者一覧にて代えさせていただきま

す。 

 それでは、議事に入りたいと思います。恐れ入りますが、報道関係の方は頭撮りはここ

までとさせていただきたいと存じますので、これ以降のカメラ撮りは御遠慮いただきます。 

 では、以降の進行は部会長にお願いしたいと存じます。部会長、どうぞよろしくお願い

します。 

【屋井部会長】  委員の皆様、お忙しい中、本日もどうもありがとうございます。６月

２１日が前回の分科会でございましたけど、それ以来の開催となりました。今日も対面と

ウェブのハイブリッドでありますけども、時間いっぱい大いに議論していただきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、早速でありますけども、本日の議題、先ほど久保田局長からもお話がありま

した。一番大きな議題といたしましては、先ほど御説明があった基本方針の案について御

議論いただくことでございます。それに加えて、幾つか議題もございますけども、まずは
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最初の議題「航空脱炭素化の取組の進捗について」ということで、基本方針の案を含めた

議論をさせていただきたいと思います。 

 それでは、早速、説明をよろしくお願いします。 

【大臣官房参事官（航空戦略担当）】  おはようございます。航空局参事官の東田でご

ざいます。それでは、私のほうから、資料１－１、航空脱炭素化の取組の進捗について御

説明させていただきます。 

 １ページ、目次でございますが、大きく３点ございます。１点目が航空脱炭素化推進基

本方針（案）について、２点目が第４１回ＩＣＡＯ総会について、３点目がその他の取組

状況について御報告、御説明いたします。 

 それでは、２ページ目、航空脱炭素化基本方針（案）についてですが、３ページを御覧

ください。 

 航空脱炭素化を進めていくための制度的枠組みといたしまして、本年６月に航空法・空

港法を改正させていただきまして、両法の目的規定に脱炭素化の推進を明記するとともに、

制度の部分でございますが、左下、国がまずは航空脱炭素化推進基本方針を策定いたしま

す。 

 そして、真ん中ですけども、航空運送事業者、エアラインと右側、空港管理者それぞれ

が脱炭素化の推進計画を策定と。これはあくまでも任意の規定でございますが、推進計画

を策定して、それを大臣に申請、そして認定していくというスキームをつくったところで

ございます。 

 本法につきましては１２月１日が施行となっておりまして、これに向けまして、現在、

基本方針につきましても、１１月１日の告示を目指して作業を進めているところでござい

ます。本日、その内容について御説明させていただきます。 

 ４ページ目を御覧いただきますと、こちらポイントでございますが、既に本文も含めて、

パブリックコメントを実施したところでございます。基本方針につきまして、お手元に配

付されております本文案に基づいて御説明させていただきます。 

 それでは、基本方針の案でございます。大きく５項目からなっておりますが、まずは１

ページ、一の航空の脱炭素化の推進の意義、目標に関する事項につきまして、１点目、意

義でございます。 

 １パラ目につきましては、脱炭素化の推進が世界的な喫緊の課題といたしまして、脱炭

素化に係ります世界の動きについて御説明しております。 
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 ２パラ目におきましては、世界的な動きの中で、航空の脱炭素化についてＩＣＡＯの決

定について説明しております。この中では、２０２２年、本年の１０月に第４１回ＩＣＡ

Ｏ総会におきまして、長期目標として２０５０年カーボンニュートラルが採択されたこと

についても規定しております。 

 ３パラ目でございますが、一方で、我が国国内における温対の取組といたしまして、２

０５０年カーボンニュートラルの実現の宣言、そして地球温暖化対策計画について規定し

ているところでございます。 

 ４パラ目につきましては、そういった中で今後さらなる炭素化の取組が加速していく中、

我が国はＣＯ２総排出量のうち、運輸分野におきましては１８.６％、その運輸分野のう

ち、国内航空としましては５.１％を占めておりますので、２０５０年のカーボンニュー

トラルに向けまして航空の脱炭素化の取組は不可欠と。また、我が国の航空につきまして

は、２ページ目になりますけども、国際競争力の維持強化、そして航空ネットワークの維

持発展、空港のほうでは地域連携、そしてレジリエンスの強化の観点からも、航空の脱炭

素化の推進が重要だというふうに規定しております。 

 ２ポツ目の目標でございますが、大きく航空機運航分野、そして空港分野に分けまして、

航空機運航分野におきましては、国際航空といたしまして、２０２０年以降ＣＯ２総排出

量増加制限と。こちらはＩＣＡＯと並びを取った形としております。国内航空におきまし

ては、２０３０年度までに単位輸送当たりのＣＯ２排出量を対２０１３年度比で１６％削

減する。こちらも国内の温対計画と並びを取った形としております。国際・国内共に、２

０５０年に向けましてはカーボンニュートラルを目指します。 

 空港分野におきましては、２０３０年度までに各空港の温室効果ガス排出量、２０１３

年度比で４６％以上削減と。さらには、我が国の空港全体でカーボンニュートラルの高み

を目指します。２０５０年度に向けましては、新たな技術を活用しつつ、さらなる炭素ク

レジットの創出、利用拡大にも取り組んでまいります。 

 次に、二の航空の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策でございます。 

 １ポツが基本的な方向でございますが、１パラ目に航空機運航分野の大きな方向、２ポ

ツ目に空港分野の方向としまして、３パラにおいて、これらの施策に当たりまして、国土

交通省と関係省庁でしっかりと連携して取り組んでいく旨を規定しております。 

 ３ページ目を御覧ください。２ポツ、具体的な施策でございますが、航空の脱炭素化の

推進に係る工程表、こちら国土交通省で策定しております。これをしっかりと踏まえまし
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て、①ＳＡＦの導入促進につきましては、１ポツ目、航空の脱炭素化の推進に当たりまし

て、中核となるのはＳＡＦでございます。官民協議会を設置しておりますので、技術的、

経済的な課題解決策を協議しながら、一体的に取り組んでまいります。 

 ２ポツ目、国際競争力のある国産ＳＡＦを安定的に供給するために、原料の調達、そし

て国産ＳＡＦの開発・製造に係る支援を行ってまいります。 

 ３ポツ目、ＳＡＦが安全、円滑に利用されるよう、空港での供給までの流通に当たって

の必要な手続、品質管理の確認・周知について支援を行うとともに、国産ＳＡＦの活用に

当たりまして必要となりますＣＯＲＳＩＡ適格燃料の登録・認証に係る支援、混合率の引

上げに取り組んでまいります。 

 ４ポツ目は、ＳＡＦの利用拡大につきまして、広く国民がＳＡＦの必要性・重要性につ

いて理解を深めることにつながるよう検討してまいります。 

 ５点目でございますが、取組のマイルストーンといたしまして、２０３０年時点のＳＡ

Ｆの使用量について、本邦航空運送事業者による燃料使用量の１０％をＳＡＦに置き換え

ることといたします。 

 ②管制の高度化等による運航の改善につきましては、１点目、航空交通全体の最適化に

取り組むとともに、航空路、出発、到着、空港面といった場面ごとの改善策を推進してま

いります。 

 ４ページを御覧ください。③航空機環境新技術の導入に関しましては、１ポツ目、２ポ

ツ目におきましては、燃料効率の高い低燃費機材の導入を促進し、こういった取組により

ましてＣＯ２の排出量の段階的軽減を目指してまいります。 

 ３点目でございますが、中長期的には水素航空機や電動化といった新技術の導入が期待

されますので、こういった分野について積極的な支援を行ってまいります。 

 ④空港施設・空港車両の省エネ化等の促進でございます。 

 １ポツ目、空港分野におきまして、空港建築施設における空調、照明等の効率化を図る

とともに、航空灯火のＬＥＤ化の促進等を推進してまいります。 

 ２ポツ目ですが、駐機中等の航空機のＣＯ２削減のために整備等を促進するとともに、

空港アクセス等に係るＣＯ２の削減対策を推進してまいります。 

 ⑤空港の再エネ拠点化等の促進でございます。 

 １ポツ目でございますが、空港におきます電力の消費量の割合が多いということもあり

まして、再エネの導入は非常に重要である。そういった認識の下で、空港の再エネ拠点化
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に当たりましては、太陽光発電その他風力発電、バイオマス、そういったものの再エネの

導入を促進してまいります。空港全体といたしまして、２０３０年度までに再エネ発電容

量２３０万キロワットを導入目標といたしております。 

 ２点目、電力需給の総合的なエネルギーマネジメントといった取組も推進してまいりま

す。 

 ５ページ目、御覧ください。⑥航空機及び空港の利用者等への航空脱炭素化の取組の理

解促進でございます。 

 １ポツ目、航空機及び空港の利用者等に対しまして、ＳＡＦの導入、ＣＯＲＳＩＡに基

づきます炭素クレジット購入等のカーボンオフセットといった各社の脱炭素の取組、そし

てそれに要する利用者の費用負担を含めて理解を促してまいります。 

 また、インターネット等を活用しながら関係者と連携し、積極的な情報提供、発信に取

り組みまして、利用者自らの行動が脱炭素化につながるという意識の醸成を図ってまいり

ます。 

 次に、大項目三でございますが、航空の脱炭素化の推進のための航空運送事業を経営す

る者等が講ずべき措置でございます。 

 １ポツ目、航空運送事業を経営する者が講ずべき措置といたしまして、１点目から３点

目までは、本邦航空運送事業者に対しまして、政府の取組と平仄を合わせた形でエアライ

ンにも取り組んでいただきます。 

 ４ポツ目でございますが、外国人国際航空運送事業者に関しましても、本邦航空運送事

業者に準じた取組をお願いしたいと思っております。 

 ２点目、空港管理者等が講ずべき措置でございます。 

 １ポツ目、空港管理者につきましては、空港関係事業者や地域と連携し、空港の温室効

果ガスの排出量等の把握、空港の脱炭素化の目標設定及び空港関係事業者等が行います空

港脱炭素化の取組の取りまとめを行っていただきます。 

 ２ポツ目ですが、空港脱炭素化推進協議会を活用しながら、脱炭素化に対する意識醸成

を図っていただくとともに、６ページ目でございますけども、取組状況やフォローアップ

をお願いしたいと思っております。 

 ３点目、その他関係者等が講ずべき措置でございますけども、①ＳＡＦ原料調達に関す

る事業者に対しましては、ＳＡＦの安定的な供給に資するよう、積極的な原料調達を図る

ことを期待しております。 
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 ②航空燃料製造供給事業者に対しましては、国際競争力のある国産ＳＡＦの開発・製造、

そしてＳＡＦの安定供給に取り組むことを期待しております。 

 ③新技術開発事業者、大学・研究機関におきましては、国際標準化団体等への積極的な

参画・関与を期待しております。 

 ④省エネ・再エネの技術等を有する事業者に対しましては、新技術の開発等の実施を期

待しております。 

 ⑤空港周辺の地方公共団体に対しましては、空港の脱炭素化に向けまして積極的な協力

をお願いしたいと思います。 

 ⑥航空機及び空港の利用者に関しましては、ＣＯ２排出量の間接排出の観点も踏まえな

がら、ＳＡＦの導入、ＣＯＲＳＩＡに基づきます炭素クレジット購入等のカーボンオフセ

ットといった各社の脱炭素の取組、それに要します利用者の費用負担、これらを含めて理

解し、自らの行動が脱炭素化につながるよう意識し、そして協力していただくことを期待

しております。 

 大項目四につきましては、航空運送事業脱炭素化推進計画の認定関係でございます。 

 １点目、認定手続でございますが、①の申請者は、本邦運送事業所が単独または共同で

行います。 

 ７ページ目、②の計画期間といたしまして、こちら計画期間につきましては、各社の中

期計画等に即しながら適切に設定するということで、具体の期間は設定しておりません。

ただし、各社の中期計画等の見直しに合わせまして、３から５年ごとにローリングしてい

ただきたいということで促しております。 

 ③計画内容でございますが、脱炭素化の目標や温室効果ガスの排出量に関するもの、ま

た目標を達成するために行うＳＡＦの使用についても、具体の措置として規定していただ

く予定としております。 

 ２点目、航空脱炭素化計画の認定基準でございますが、①航空脱炭素化推進基本方針に

適合するものであること、②円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること、③

航空運送事業者が脱炭素化の推進事業を行う際に、航空の安全の確保に支障を及ぼすおそ

れがないものであることの３点としております。 

 ３点目、変更でございますが、８ページ目、こちらは計画の認定と同様、国土交通大臣

の認定を受けなければならないとしております。 

 最後に大項目五でございますが、こちらは空港の脱炭素化推進計画の認定関係でござい
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ます。 

 １点目、認定手続でございますが、①申請者につきましては、空港管理者が行うことと

しております。 

 ②の計画期間といたしましては、２０３０年度及び２０５０年度を目標とした少し長い

計画期間としております。 

 ③その内容につきましては、空港の脱炭素化の目標や目標を達成するために実施する空

港脱炭素化推進事業、そしてその実施主体、そういったところを規定していただくように

しております。また、その記載に当たりましては、ガイドラインを作成しておりますので、

これを踏まえたものであることとしております。 

 ２点目、認定基準でございますが、①空港の設置及び管理に関する基本方針や、この基

本方針に適合するものであること、②円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである

こと。９ページに移りますが、③としまして、航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれの

ないものであることとしております。 

 ３点目、最後でございますが、変更に関しましては、同じく国土交通大臣の認定を受け

なければならないとしております。 

 基本方針（案）については以上でございます。 

 それでは、横紙の資料１－１のほうにお戻りください。 

 続きまして、７ページでございますが、第４１回ＩＣＡＯ総会について御説明いたしま

す。 

 ８ページ目でございます。今回のＩＣＡＯ総会におきましては、環境分野におきまして

大きく２つの採択がなされております。 

 １点目でございますが、ＣＯ2の削減に係るＩＣＡＯ長期目標の策定ということで、背

景でございますが、前回の総会におきまして国際航空の長期目標の実現可能性調査を行う

ことが決議されております。それを受けまして、ＩＣＡＯの環境委員会において我が国の

ほうから、長期目標の検討のためのタスクグループの設置を提案し、そしてその議長には

日本が選任されたところでございます。本年７月には、事務レベルでございますが、ハイ

レベル会合が開催されまして、我が国からは政府として初めて国際航空分野の２０５０年

カーボンニュートラルを目指す旨宣言、そして今回、ハイレベル会合の結果も踏まえまし

て、第４１回ＩＣＡＯ総会におきまして、「２０５０年までのカーボンニュートラル」が

国際航空分野の長期目標として採択されたところでございます。 
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 左下を御覧いただきますと、これまで短中期目標としまして、ＩＣＡＯにおいては、２

０２０年以降総排出量を増加させないというのが、ＣＯＲＳＩＡスキームの下で２０３５

年までのスキームとしてございました。今回、さらに長期の目標として、２０５０年まで

のカーボンニュートラルが採択されたところでございます。 

 ９ページを御覧ください。今回、採択されたもう１点でございます。今、御説明いたし

ました短中期目標のＣＯＲＳＩＡのスキームでございます。こちらのベースラインが修正

されております。 

 まず、短中期目標として、２０２０年以降総排出量を増加させないという目標、こちら

は２０１３年に設定されたところでございますが、その下のＣＯＲＳＩＡのスキーム、こ

ちらは２０１６年に設定されております。各国際航空会社におきましては、新技術の導入、

運航方式の改善、ＳＡＦの活用、これらによって削減しましてもそのベースラインから増

加しますＣＯ２の排出量、こちらについては炭素クレジットを用いてオフセットしなけれ

ばならないということで、２０３５年までのスキームができております。日本におきまし

ては、２０２１年からボランタリーで参加しております。２０２７年からは、その他の一

部の途上国を除きまして、全ての参加国に対し義務付けされます。 

 左下の青の枠囲みを御覧いただきますと、もともとの制度設計上は、ベースラインとい

うのは２０１９年と２０２０年の排出量の平均とされておりました。しかし、コロナの影

響によりまして、２０２０年は世界的に国際線が大幅減ということで、右の図を見ていた

だきますと、２０１９年比較で５９％減ということになってしまいました。単純比較でい

きますと、２０１９年と２０２０年の平均を取りますと、２０１９年の７割という状況に

なってしまったところでございます。 

 こういったことも踏まえまして、パイロットフェーズとして２０２１年から２０２３年、

こちらにつきましては２０１９年の単年の排出量をベースとするということが、理事会で

決定されていたところでございます。今回の総会におきましては、２０２４年以降の扱い

をどうするのかというのが議論されまして、制度設計の見直しがされまして、２０１９年

の排出量の８５％という形で採択されたところでございます。 

 １０ページ、御覧ください。今申し上げました長期目標と、ＩＣＡＯのＣＯＲＳＩＡの

ベースラインの見直しを踏まえた図となっております。こちらの図は横軸が年、縦軸が排

出量でございますが、左側、もともと２０１９年、２０２０年はそれぞれ６.２億トン、

２.５億トンという状況でした。そもそもの制度設計でございましたら真ん中の黒の点線
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となるところ、２０２３年までは２０１９年の実績、単年ということで青のライン、今回、

赤のラインということで、２０１９年の８５％を掛けた形で採択されたところでございま

す。 

 それでは、引き続きまして、１１ページからがその他の取組状況でございます。 

 １２ページにつきましては、取組状況につきまして全体の概要を説明したものでござい

ます。 

 １３ページにつきましては、現在、脱炭素化に向けました体制について、あわせて今回

の説明のページ数を入れたものとなっております。それぞれ航空機運航分野につきまして

はＳＡＦ官民協議会、運航改善の官民協議会、新技術の官民協議会、空港分野のＣＯ2削

減の検討会の状況、そして各ワーキンググループやプラットフォームの状況について、こ

の後、御説明いたします。 

 １４ページ、御覧ください。まずはＳＡＦの導入に向けました官民協議会でございます。 

 こちらＳＡＦの導入に当たりましては、石油元売り、そして航空会社との連携が重要で

ございますので、そういった課題を解決する場として我々国土交通省、資源エネルギー庁

と共に、さらには原料のもとになります農水省、環境省も委員として参画した形で、官民

協議会を４月に設置したところでございます。４月に第１回を開催しまして、ちょうど昨

日、第２回を開催したところでございます。 

 右側は第２回の開催概要でございますが、２０３０年時点で本邦エアラインによる燃料

使用量の１０％をＳＡＦに置き換える目標を持ちまして、議論を進めてまいりました。国

内における利用見込みと国産ＳＡＦの供給見込みについて、２０３０年に向けた絵を確認

したところでございます。 

 一方で、１０月にＣＯＲＳＩＡのベースラインの見直しを受けまして、それまでは２０

１９年の単年を想定して議論しておりました。今回、見直しを受けまして、各航空会社は

これまで以上の脱炭素化の取組が必要となってまいりますけども、今後、この追加分に対

しましては、短期的には輸入ＳＡＦや外地給油、クレジット等の選択肢も検討しながら、

今後、利用側・供給側の事情を踏まえながら、中長期的な対応について検討を進めていく

ということを関係者間で確認した場でございます。 

 １５ページ、御覧ください。ＳＡＦの官民協の下には、２つのワーキンググループを設

置しております。 

 具体的には、真ん中を御覧いただきますと、オレンジでございますが、ＳＡＦの製造・
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供給ワーキンググループと。こちらは資源エネルギー庁が事務局となりまして、テーマと

しましては国産ＳＡＦの製造・供給、そして原料の安定調達の議論を進めております。 

 我々国土交通省が事務局となりまして、ＳＡＦの流通ワーキングを設置しております。

テーマとしては、ＳＡＦのサプライチェーン構築と国産ＳＡＦのＣＯＲＳＩＡ認証をテー

マとしております。 

 ＳＡＦのサプライチェーン構築につきましては、令和４年度、今年度でございますが、

輸入ニートＳＡＦ、こちらはニートＳＡＦを輸入してまいりまして、国内で初めてニート

ＳＡＦをブレンドするという手続を行った上で、中部国際空港におきまして政府の検査機

に給油していくという、この一連の流れにつきまして保税関係、経済合理性、さらには品

質管理、こういった一連の手続等も関係者で確認を一つ一つしながら、サプライチェーン

構築の試みをしたいと考えております。 

 ＣＯＲＳＩＡ適格認証につきましては、現在、国内ＳＡＦでＣＯＲＳＩＡの認証を受け

たものはございませんので、ＳＡＦ製造事業者の中からパイロット事業者を選びまして、

今回は５テーマ、６社の方に手を挙げていただきまして、その方々とＣＯＲＳＩＡの認証

を取るべく、今、作業を進めております。 

 こういった取組を進める中で、ノウハウを国内に蓄積することによって横展開していき

たいと考えております。 

 １６ページ、御覧ください。運航の改善によるＣＯ２削減協議会の設置でございますが、

「運航の改善によるＣＯ２削減協議会」につきましては、１０月３１日に第２回協議会を

開催しております。この第２回におきましては、法改正及び脱炭素化の基本方針の案につ

いて説明を行いまして、空港会社、航空会社におきます取組事例の共有、そして内容に関

する質問や意見交換を行ったところでございます。 

 １７ページ、御覧ください。航空機の脱炭素化に向けました新技術官民協議会の設置で

ございます。新技術官民協議会につきましては、その下に実務者会合を立ち上げまして、

第１回会合について７月２６日に開催、また実務者会合のさらにその下に電動化ワーキン

グ、水素ワーキンググループ、軽量化・効率化ワーキンググループの３つのワーキンググ

ループを立ち上げまして、８月以降継続的に議論しております。現在、実務者会合、ワー

キンググループのレベルで、戦略的な国際標準化に向けました課題についてそれぞれ検討

を進めております。 

【空港計画課長】  続きまして、空港分野の脱炭素化の取組の状況について御説明をい
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たします。資料１８ページでございます。 

 私、空港計画課長、中原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 １８ページでございますけれども、空港に関しましても、検討会の下で、順次、取組を

進めているところでございます。本年度以降各空港におけます脱炭素化推進計画の策定を

推進するために、本年３月に策定をいたしましたガイドラインの改定、さらには事業推進

のためのマニュアルを策定する予定でございます。個別には、中ほどに書いてございます

ように２つのワーキングを設置いたしまして、検討を進めているところでございます。 

 次のページ、１９ページでございます。１つ目のワーキング、空港建築施設の脱炭素化

に関する検討ワーキングでございます。 

 空港建築施設の脱炭素化につきましては、施設の種類や用途が多様でございます。ＣＯ

２削減方策についても照明・空調設備等広範で専門性が高いことから、検討ワーキングを

設置してございます。学識経験者の方３名、構成員としては空港会社、オブザーバーとし

てビル会社に入っていただきまして検討を進めているところでございます。 

 前回のこの会議以降、現地視察を行っていただいて検討を進めてございますけれども、

具体的には施設整備等の導入効果やコスト、各段階において留意すべき事項等を取りまと

めまして、空港管理者さんに参考としていただきたいということでマニュアルを取りまと

める予定でございます。本日の午後、マニュアルの取りまとめを行うワーキングを開催す

る予定でございます。 

 次のページ、２０ページ目は、２つ目のワーキング、空港における太陽光パネル設置検

討ワーキングでございます。 

 制限エリアを含みます空港用地への設置の可能性を踏まえまして、空港施設やまぶしさ

による管制等への影響など、課題の抽出及び対策方法を検討するためのワーキングでござ

います。管制関係、運航関係、運用関係、さらに安全といった面で航空局の内部でワーキ

ングを設置してございます。研究者にも入っていただいたワーキングとなってございます。 

 こちらに関しましては既に３回のワーキングを開催し、取りまとめを行っているところ

でございます。パネルを設置する際に場所ごとに確認すべき事項や、まぶしさの検証方法

の整理、さらには着陸帯等におけます太陽光パネルの設置の可能性につきまして課題整理

を行ってございます。こちらに関しましては、今後、実証試験も視野に詳細な検討を行う

予定としてございます。 

 次のページが、空港の脱炭素化に向けた官民連携プラットフォームでございます。前回
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も御説明を申し上げましたけれども、空港関係者、省エネ・再エネ技術を有する関係企業、

さらには国・自治体が一体となって脱炭素化を進めてまいりたいと考えてございます。現

在、約３００社に御登録をいただいているところでございます。 

 次のページ、２２ページでございますけれども、プラットフォームの開催状況をお示し

してございます。直近では７月に開催をいたしました。民間企業、団体から脱炭素化技術

について御紹介をいただき、航空会社からは航空会社の脱炭素化の取組を御紹介いただい

たところでございます。引き続き、プラットフォームを開催していきたいと考えてござい

ます。 

 ２３ページ、２４ページには、参考でございますけれども、運航分野、空港分野それぞ

れにおきます脱炭素化の推進について、概算要求の内容についてお示しをしてございます。 

 ２５ページ、こちらも参考でございますけれども、今年度の脱炭素化関係の検討スケジ

ュールということで、これまで及びこれからのスケジュールを記載してございます。 

 説明については以上でございます。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。ただいま、大きくいえば航空脱炭素

化推進基本方針の案について御説明いただいたということと、それから関連して、航空脱

炭素化の様々な取組が今現在行われている状況について御説明をいただいたという、この

２点になるわけであります。 

 それでは、これから委員の方々から御質問と御意見をいただきたい。２つの資料があっ

て、資料１－１と書いてあるところが、様々な取組を行っているという御説明いただいた

ところでございます。ここに関してまず御質問、あるいは関連した御意見を簡単にいただ

いて、その状況を見ながら、あとは資料１－２の基本方針の案の中身についての御議論に

入らせていただいてはどうかなと思います。 

 何か資料１－１に関して御質問、あるいは関連した御意見、基本方針に関わらないこと

になりますけども、あればいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

【加藤委員】  資料１－１について、実務的な話ということで２点ほどある、１つは、

空港関係者というのが１９ページに出てくるのですが、このときに空港ビルが含まれる場

合、民間業者ですから、入札の透明性が気になります。エアサイドの方はパブリックで地

整や局のほうでやられると思うのですが、いろいろな事業者が入札に出てくると思うので、

透明性を確保していただきたい。 

 それからもう１つですが、１８ページ以降です。全体に、本当にたくさん補助金を取ら
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れて、努力されていると思います。そのときに、実態を空港サイドに聞いてみると、補助

金が７月にお声がけ頂いて、来年２月から３月までに締めろと言われると、やはり使いづ

らいと聞きます。これは補助金全体の話で、仕方がないのかもしれませんが、民間からす

ると投資は１、２年というスパンで考えますから、半年というのはなかなか厳しかろうと

思います。せっかくの補助金ですので、その辺を工夫し、目詰まりを起こさないような方

策を取っていただければと。この２点でございます。 

 細かい話ばかりで恐縮でございます。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。何人かの委員の御意見、御質問があ

ると思いますけど、お伺いしてから対応していただきたいと思います。 

 それじゃ、李家委員から手が挙がっていますので、よろしくお願いします。 

【李家委員】  李家です。１点だけ質問させていただきます。 

 資料の１０ページですけれども、ＩＣＡＯの長期目標に関して、２０５０年に向けてカ

ーボンニュートラルを採択されたという御説明でしたけれども、２０３０年代から２０５

０年にかけてカーボンニュートラルに向けて二酸化炭素排出量を下げていく、その方策に

ついての質問です。例えばほかの機関のＡＴＡＧですと、こういった新技術関係では何％

ぐらい下げるとか、そういう目標が既に出ていましたけども、ＩＣＡＯのほうでは同じよ

うなことが議論されたのかどうか、それを伺いたいと思います。 

 以上です。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございます。ほかに今、手は挙がっていませんか。

挙がってないですかね。どうもありがとうございます。 

 じゃ、私からも、簡単なことなのですが、確認させてください。 

 １点目は、パブリックコメントが１１月４日ということで終了していますので、国民の

方々の御関心がどのくらいあるかなということも知りたいので、どのくらいの御意見が、

数ですとか、あるいは内容的にもし分かれば、簡単に御紹介いただければありがたいとい

うのが１点目。 

 それからもう１点、ＳＡＦ関係で、１５ページにワーキングが２つつくられたというこ

とで、資源エネルギー庁が事務局をしているほうの、製造・供給ですけども、こちらの活

動の状況や今後の予定について分かることがあれば、御紹介いただければありがたいと思

います。 

 以上です。 
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 それじゃ、今まで出てきた御意見、御質問にそれぞれ対応していただければありがたい

と思います。よろしくお願いします。 

【空港計画課長】  加藤先生、ありがとうございます。空港計画課長、中原でございま

す。 

 １点目、空港ビル等の入札の透明性ということでございますけれども、当然、政府全体、

また世界的に取り組まれている脱炭素の状況でございます。せっかくいい取組をしている

のに、そういうことでみそがついてはいけないと考えてございます。 

 空港の脱炭素化につきましては、協議会を設置いたしまして、多くの方々にしっかりと

参加をしていただくということで、そうしたこれまでの色んなしがらみがないような形で

できればということで、私どもも協議会のほうに期待をしているところでございます。国

土交通省も協議会に地方のほうで参加をすることになろうかと思いますので、しっかり取

り組んでまいりたいと思います。 

 それから２点目、補助金の話でございます。先生おっしゃるとおり、予算の成立の関係

で要綱の整備というところがございますので、遅い場合は７月、８月に公募になってしま

うのは大変申し訳ないところでございます。 

 一方で、こうした補助金に関しまして、これ以降、経験を積んでまいりますと、要綱の

協議とか時間を短くできる可能性もございますので、いろいろと財政当局とも相談をしな

がら、できるだけ早く公募をさせていただけるように努力をしてまいります。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

【大臣官房参事官（航空戦略担当）】  航空局の東田でございます。私のほうからは２

点、まず李家委員からいただきました１０ページのＩＣＡＯ総会におきまして、２０３５

年以降の長期目標の取組について具体的な議論があったかどうかという点でございますけ

ども、委員御指摘のとおり、これまでＩＣＡＯの検討の中では、２０５０年のカーボンニ

ュートラルに向けて４割ぐらいが新技術または運航の改善で達成して、残りの６割をＳＡ

Ｆでというシミュレーションを行うなどしており、ＩＣＡＯの今回の決定の中におきまし

て、２０３５年までのＣＯＲＳＩＡのスキームというのは、オフセットの義務がしっかり

と入った形でセットされておりますが、さらに２０３５年以降の２０５０年カーボンニュ

ートラルに向けては、具体的にこういった義務などについてはまだ議論がなされていない

ところでございます。 

 そういう点からいきますと、現在、ＳＡＦについて、我々供給についてしっかり議論し
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ておりますけども、ＳＡＦの重要性というのがさらに強まってまいりますので、その絶対

量を確保していくという取組を今後加速していく必要があると考えております。 

 ２点目でございますが、屋井部会長より御指摘ございましたパブコメの件ですけども、

合計として４件、御意見ございまして、そのうちの３件については個人の方、１件につい

ては法人から御意見ございまして、法人からの御意見は補助金をつくってくれという御意

見がありました。 

 もう１点でございますけども、資料の１５ページでございます。２つの官民協議会の下

に設けておりますワーキンググループが２つございますが、１つ、資源エネルギー庁のほ

うでどういった議論をしているかという部分でございます。 

 まず、テーマは大きく２つあります。その１点目の国産ＳＡＦの製造・供給につきまし

ては、現在、これまで取り組んできたのは利用側の利用見込み、そして供給側の供給見込

み、今後どれくらい製造していくか、そういったところの数字のすり合わせを関係者で議

論してまいりました。 

 結論から申し上げますと、２０３０年の１０％ＳＡＦ置き換えに向けまして、各年度の

利用見込み、供給見込み、これは２０２５年から国産が出てきますので、しっかりと供給

を上回るような形で利用していく姿が描けたところでございます。こちらについては関係

者で確認できたところでございますが、その後に、先月、ＩＣＡＯの総会におきまして、

先ほど御説明しましたＣＯＲＳＩＡのベースラインの見直しが行われました。さらなるオ

フセットの必要性が発生したところでございますので、この部分について、これまでは国

産ＳＡＦでしっかりと賄えるという絵を描きましたけども、さらに追加的な部分について

今後どうしていくかについては、今後、議論していくというふうにしております。 

 もう１点のテーマでございますが、ＳＡＦ原料の安定確保につきましては、第１回ワー

キンググループの中では、資源エネルギー庁さんのほうで、こういった原料調達について

様々な原料があって、それぞれの原料の中でどういった課題があるか示されて、関係者で

共有したところでございます。 

 以上でございます。 

【屋井部会長】  御丁寧に御回答いただきまして、どうもありがとうございました。 

 それでは、よろしいですかね。次の資料１－２、基本方針（案）ということで、この内

容に関して御意見、あるいは御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。どう

ぞ、篠原委員。 
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【篠原委員】  今のパブコメにも関わるんですけども、３ページ目に、「ＳＡＦの利用

拡大については、航空機利用者はもとより、広く国民がＳＡＦの必要性・重要性について

理解を深めることにつながるよう、ＳＡＦに関する周知・啓発のあり方について云々」と

ありますが、これすごく僕、大事だと思うんです。パブコメはほとんど低調ですよね、今。

だからこの啓発・周知、これどういうふうに今後進めていくか。相当これ力を入れてやら

ないと、場合によっては、ＳＡＦの本格導入によって航空料金なんかに跳ね返ってくる可

能性も十分あると思うんです。 

 だからそのときに一般の国民の方々が、なんだ、人ごとかと思っていたけど、自分事な

んだというのにやっと気がつくようでは駄目だと思うので、もう少しそういう周知・啓発

ということについて、ぜひ力を入れていただきたいということが１点。 

 それから、これは廃油を結構使うわけですよね。ＳＡＦのもとというのは。違いますか。 

【大臣官房参事官（航空戦略担当）】  原料の一つとして廃油ございます。 

【篠原委員】  そうですね。そうすると、一般の、例えば飲食店なんかで使う、天ぷら

揚げたりした後の油とか、そういうのも原料になるわけですよね。そうすると、結構これ

国民生活そのものにかなり関わってくる話だと思うので、ぜひそういう観点からも周知を

お願いしたいなと。 

 具体的なことを少しずつ例示しながら、国民にお知らせというか、周知するということ

が大事なのではないかと。今、何となしに人ごとに思っている人がほとんどだと思います

ので、よろしくお願いします。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。今回また、何人かの委員の御意見を

お聞きした上で回答をお願いしたいと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。では、矢ケ崎委員、お願いします。 

【矢ケ崎委員】  すみません、どこからどこまでの範囲での発言というところがちょっ

と聞き取れませんでしたので、もし御趣旨から外れているところがありましたら御容赦く

ださい。 

 ３つお聞きしたい質問がございまして、いずれも素人っぽい質問で申し訳ないのですが、

まず資料１－１の２０ページのところで、空港における太陽光パネル設置検討というとこ

ろであります。これもすばらしいお取組と思っております。 

 テレビ等を見ておりますと、太陽光発電についてはパネルという方式が主流かと思いま

すけれども、これに使われる素材が窓に張りつけたりとか、いろんなものが開発されてい
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るというふうにも聞いたことがありまして、例えば私の郷里の北海道の辺りの空港だと、

冬は太陽光パネルが雪で埋まっちゃわないのかなと思ったりもしまして、そういう場合に

も新素材なんかをうまく使って、冬でも大丈夫ということは検討されていらっしゃるのか

ということが１つです。 

 それから２つ目は、今度、資料１－２の基本方針（案）のほうですが、３ページ目の具

体的な施策の中の下のほう、②管制の高度化等による運航の改善というところがありまし

て、そこの文章の２行目から「例えば」ということで、「迂回の少ない飛行ルートの実現

等により」というところがあって、これなるほどなと。できるところからしっかりやって

いくのだなと、こういう細かな現場を重ねていくのが大事だなということで拝読させてい

ただいていたのですが、これはどうなのでしょうか、実現の難しさという面では何か課題

があるのでしょうか。 

 これまでも運航効率を高めるために、なるべく迂回の少ない飛行ルートを設定してきて

いたと思うんですけれども、なお、ここで書いておくということだと思うんですけれども、

何か難しさがあるのかなとか、これをやることによってどれぐらいの効果があるのかなと

いうところについて、ちょっとイメージがつかめる御回答がいただけると大変ありがたく

存じます。 

 それから、同じ資料の６ページでありますけれども、その他関係者等が講ずべき措置と

いうところで、⑥に利用者の役割が入っているのはとてもすばらしいことだと思っており

ます。利用者の協力を得ていくということに関して、何か今現在で想定されている施策、

具体的なところありますでしょうか。 

 以上３つ教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。 

 じゃ、続けて、平田先生その後は李家先生、お願いします。 

【平田委員】  いいですか。じゃ、先にすみません。失礼します。茨城大の平田と申し

ます。御説明ありがとうございました。 

 今のお二人の御意見に関連するのですが、国民とか利用者の意識醸成、啓発というとこ

ろに関連して、ＳＡＦの利用でコストが上がることに対して理解を促進するというのは比

較的理解しやすいんですけども、一方で今の運航改善にも関わりますが、例えば先般の関

西空域の再編の技術検討会もあったんですけども、比較的騒音影響を回避するために少し

大回りをして、飛行機路を引いているなんていうところもあります。 
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 それはそれで重要だと思いますが、相対的にＣＯ２排出量の削減の重要性が高まってき

ているときに、同じ環境の中で騒音とＣＯ２という両方のバランスをこれまで以上に考え

て、ＣＯ２削減も考慮した飛行経路とか空域設計が重要になってくるかなということが、

国民とか地域の方にどのぐらい伝わるかと。必ずしも騒音を犠牲にしてＣＯ2を減らせと

いう単純なことではないので、だからこそ地域の理解とか議論が必要だなと思います。 

 この今回の文書だと、あんまりそこがもしかして読み取れないかもしれませんし、実は

運航改善の部分ではそこが、ターミナルの空域などを考えたときには結構重要、削減でき

る余地のあるところかなと特に思いますので、その辺りの追加的なワードは入らないよう

な気もしますが、今後のＰＲの部分というんですか、そういったときにローカルの環境に

照らして、各地域でそういったことの重要性も地域に説明しながら、ＣＯ２の削減方策を

地域として検討できるといいかなと思いました。 

 そのときに、騒音の関係だと地域の問題になってくるので、地域全体のこともあります

し、あと飛行経路の削減といったときに、これはどこの効果としてカウントされるのかが、

私自身は理解していないのですが、飛行経路が短くなれば当然航空会社にとってもメリッ

トはありますし、ひいてはその地域の航空サービスに跳ね返ってくるというか、航空会社

のコストが下がってくれば運賃や路線の頻度なんかにも跳ね返ってくるので、その辺のこ

とも総合的に見て地域に情報を出して、理解を促進するのが重要かなと思いました。 

 長くなってすみません。もう１個関連して、別の検討会でもエアラインの方々からもい

ろいろ教えていただいたのですが、最近、騒音以外の速達性、今までとにかくなるべく早

く着くという速達性、航空の最大限のメリットを生かそうという運航が重視されてきたと

思いますが、最近はＣＯ2削減のためにちょっとゆっくり飛んで、燃費をよくする。逆に

言うと速達性が落ちると。速達性が落ちると、当然機材の稼働率が落ちるので、エアライ

ンとしてもビジネス上厳しい側面がある。 

 その辺は細かい点か大きい点か分からないんですけども、そういうところも国民の中で、

ちょっとゆっくりになってもＣＯ２が減るならいいよねとか、ビジネス上ちょっとデメリ

ットがあるんだったら、そこを克服するインセンティブ設計をするみたいのがあると、全

体的に最適な速度とか、ＣＯ２排出量とか経路設定ができるのかなと思いましたので、そ

ういう面がこれから議論の中で国民に周知されて、議論できるといいかなと思いました。 

 取りあえず以上です。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。それでは、李家委員、よろしくお願
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います。 

【李家委員】  李家です。２点あります。資料１－２の２ページ目のところに、航空の

脱炭素化の推進の目標というのがありまして、そこで航空機運航分野と空港分野を分けて

書かれています。 

 それで、書き方の文言に関して少し気になったところがあります。航空機運航分野と空

港分野に関しては、その次の第２章とかその次のページで①から⑥に分けて、①から③が

航空機運航分野で、④から⑥が空港分野というのが分かるように明確に書かれているので

すが、最初に申し上げた２ページ目の２の航空の脱炭素化の推進の目標のところでは、航

空機運航分野が書いてあり、その下に空港分野が書いてあります。この部分を読んだとき

に、今出ております一番下の「２０５０年度に向けて、新たな技術の活用促進」というふ

うに書かれていますが、最初の新たな技術というのは③になるのか、つまり新技術の導入

促進という機体側の話なのかなと思いましたら、そうではなくて、２ページでは空港分野

に関しての２０５０年度に向けての新たな技術ということを指していると理解しました。。

少し混乱しましたので、一言、空港分野、ということが分かるように書いておいていただ

いたほうがいいかなと思ったのが１点です。 

 それからもう１点は、６ページのＳＡＦの関係で、先ほど篠原委員の御発言で思ったの

ですが、廃油の話が出ていましたけれども、食用油の使われたものをＳＡＦに使おうとか、

そういう話をよく伺います。アビエーションではないほかの分野でもＳＡＦに相当する燃

料というのをかなり求めているのではないかと思います。そうしますと航空分野とほかの

分野の間で原材料の取り合いになるのかなとも考えます。その辺りのところ、安定供給に

取り組むということで先ほど資源エネルギー庁の御担当から御説明がありましたけども、

そういったほかの分野との間の調整ですとか、それがどうなっているのかというのが気に

なりましたので、質問させていただきます。 

 以上です。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。今まで随分、御質問も含めていろい

ろ御意見いただいていますので、この辺りで一旦切らせていただいて、また後で御質問、

意見いただきますけども、いかがでしょうか。 

 それじゃ、どちらからでも結構ですけども、お願いします。 

【空港計画課長】  空港計画課長、中原でございます。矢ケ崎先生、ありがとうござい

ます。 
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 資料１－１、２０ページ、太陽光発電でございますけれども、先生御指摘のとおり、太

陽光パネルに関しましてはいろいろな技術開発が行われているところでございます。軽量

性や柔軟性を持つ構造、また薄型であったり、さらには路面に設置をするような太陽電池

についてもいろんな企業で開発をされているところでございます。 

 資料１－１の２０ページに、一番下のところが小さくて恐縮でございますけれども、空

港脱炭素化事業推進のためのマニュアルというふうに書いてございます。こうした新たな

技術に関しましても、この事業推進のためのマニュアルのほうにいろいろと書き込んでい

きたいと考えてございます。そうしたいろんな技術が開発されていることをどのように使

っていけばいいかというところも、いろんな取組をされる方に我々丁寧にお示しをしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから李家先生から、目標のところの新たな技術ということに関して御質問がござい

ました。基本方針（案）の２ページでございます。 

 こちらは空港分野の一番下でございます。「２０５０年度に向けて、新たな技術の活用

促進及び更なる炭素クレジットの創設・利用拡大」というふうに書いてございますけれど

も、こちらちょっと省略して書いている部分がございまして、検討会で目標設定したとこ

ろに関しましては、「２０５０年度に向けては、開発状況を踏まえつつ、次世代型太陽電

池や高出力の空港車両のＥＶ、ＦＣＶ化等の新たな技術の活用を促進するとともに」と書

いてございますので、少し誤解がないような形で書きぶりを検討したいと考えてございま

す。ありがとうございます。 

【大臣官房参事官（航空戦略担当）】  じゃ、引き続きまして、東田から御説明いたし

ます。 

 まず、篠原委員から御指摘ございました３ページ目でございますが、ＳＡＦの利用に関

します周知の関係でございます。 

 今後、ＳＡＦの燃料関係が航空運賃にも転嫁していくような状況になれば、しっかりと

力を入れるべきだという御意見、まさにそのとおりでして、今、資源エネルギー庁と共に

国産のＳＡＦについて官民協議会で検討していっておりますけども、今、国産ＳＡＦにつ

いて、目標としましては２０３０年、現時点で通常のジェット燃料とＳＡＦについては値

段が３倍から１６倍という、相当高いＳＡＦの値段になっております。世界的にもＳＡＦ

の量がない中で、まずは絶対量を確保していく必要がございますが、さらにエアラインに

しっかりと活用していただくためには、国際競争力のある形で、値段についてもしっかり
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とということで、今、目標としましては２０３０年に、大体製造コストとしてはリットル

当たり１００円台を目標にして開発を進めているところでございます。 

 リットル当たりの製造コスト１００円台といたしましても、現在のジェット燃料と比較

しますと、炭素価値が乗った形で、その分の燃料費というふうになりますので、こういっ

たところにつきましては、また利用者についても御負担をお願いしていく選択肢もあるか

と思いますので、しっかりと利用者、国民に対する周知・理解について取り組んでまいり

たいと考えております。 

 また廃油、そういった原料については、今、既存の生活で使っている部分があるだろう

という御意見、こちらにつきましても確かに御指摘のとおりでございますので、そういっ

た周知の在り方につきましては、原料に関しましては農水省、そして一般ごみ関係は環境

省となっておりますので、そういったところとも連携して具体的な例示をしながら、国民

の理解を得られるように進めてまいりたいと考えております。 

 そういった観点からいきますと、５ページ目を御覧いただきますと、５ページのその上

の⑥でございますけども、航空機、空港利用者等への脱炭素化取組の理解促進といったと

ころでしっかりと取り組んでまいる旨規定しておりますので、こういったインターネット

を活用しながらというところを踏まえながら、またやっていきたいと考えております。 

 ２点目、矢崎ケ委員から御指摘いただきました利用者の役割、利用者の協力について、

ページ数で申し上げますと６ページの⑥でございます。利用者に協力いただくために、ど

ういった施策を今後展開していくかということでございますけども、これはまさに今、Ｓ

ＡＦの官民協議会ということで、エアライン、石油元売りが入って御議論しております。

我々官だけが周知方法を考えるのではなくて、関係者みんなで議論しながら、どのような

形で利用者や国民の皆様に御理解と協力をいただけるかということについては、引き続き

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、平田委員からございましたＳＡＦの利用理解についてはしやすいけども、さらに

環境という点でいくと、騒音とＣＯ２のバランスについてもしっかりと地域の住民の方に

周知していく必要があるという点でございます。 

 こちらにつきましては５ページになりますけども、先ほど御説明しました⑥の理解促進

の中で、２ポツ目になりますけども、ＳＡＦの利用拡大のみならず、新技術の導入、運航

の改善、こういったところもしっかりと周知して理解を深めるようにしております。今御

指摘ございました横の連携もしっかりと取りながら、総合的に地域の皆様や国民の皆様に
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理解をいただけるよう、また工夫してまいりたいと考えております。 

 最後に、李家委員からございました、６ページの①ＳＡＦの原料調達の関係でございま

す。航空関係のみならず、他もそういった原料をもとにしてバイオ燃料の議論があるので

はないか。確かにそのとおりでして、例えばサトウキビからエタノールをつくって、そこ

からＳＡＦにいくのか、船のほうにいくのか、自動車のほうにいくのか、そういった選択

肢がございます。さらに言いますと、まだ少し先にはなりますけども、今後、合成燃料と

いうのが出てまいりますけども、そういったところもＳＡＦにするのかどうかというとこ

ろで、使途については様々ございます。 

 いずれにしても、今、絶対量としてまずは確保していこうということを先に議論してい

るところでございますので、そういったところでどのくらいの量をどこに分散してとか、

そういった調整については一義的には資源エネルギー庁さんが考える話になりますけども、

そういった議論が今なされているかというと、そこについては我々としてはまだ承知して

いない状況でございます。 

 以上でございます。 

【交通管制企画課長】  続きまして、交通管制企画課、渋武から申し上げます。 

 矢ケ崎先生からお話しいただきました、今までも運航改善に取り組んでいる中、さらに

どのような形で取り組んでいくかというお話でございますが、おっしゃるとおりでござい

ます。運航改善につきましては取り組んでいるところでございますが、例えば新たな運航

方式を入れて、さらなる改善に取り組むであるとか、安全性を確保しながら効率的な飛び

方というのを入れていくとか、そういったところを積み重ねながら、運航改善のところで

もＣＯ２の削減に取り組んでまいりたいということでございます。 

 また、効果をどのように見せていくかということにつきましては、手法などいろんな議

論がございますが、大事なご指摘だと受け止めてございます。ありがとうございます。 

 また、平田先生から、ゆっくりと飛ぶような飛び方なども含めて、国民、地域への伝え

方というお話がございました。先ほど東田参事官からもございましたとおり、いろんな機

会を捉えて、そういった工夫に取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。 

【大臣官房審議官】  篠原先生と矢ケ崎先生から、国民の皆様にも理解を求める動きを

どうするのかという御指摘があり、公式見解と申しますか、実際にどういうふうにやって

いくかは東田から申し上げておりますが、私はＩＣＡＯの総会に出て、この議論に直接参

加した立場から補足をさせていただきたいのと、このフロアってメディアも見ている方は
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見ていらっしゃるんですよね。 

 ぜひメディアの方にお願いしたいと思うんですけど、ヨーロッパでこの議論が先行して

いてといったときのヨーロッパで先行している意味というのは、結局、要するに航空に限

った話じゃなくて、地球に対してＣＯ２を排出している一人一人が、ある種道義的責任を

持っているんですという価値観と、そういうことをシングルイシューにして存在している

政党というのがあって、まさに篠原先生がおっしゃられたように他人事じゃなくて、自分

事として構えますということ自体が、ある種政策、ポリシー、政党の主張の後ろ側にあり

ます。 

 そういう背景の下で、ヨーロッパの航空業界や航空当局というのは、半分は能動的とい

うよりは、ある種後ろから脅迫されている状況で、コロナで経営が困難な状況になって、

政府支援を受けて再建している会社に関して言えば、再建するに当たっての政党の意思と

して、こういったものをきちっと達成するということをちゃんとやれよと言われてやって

いる。 

 そうするとどうなるかというと、自分がやりたいからやっているというより、そこでち

ゃんと脱炭素にコミットしないと会社として存続できない。それから、脱炭素に反するよ

うな企業行動は、仮に企業に収益が上がるとしてもそれはできない。 

 具体的に言うと、例えばドイツの場合は、国内線は事実上、鉄道に動けと。ですから、

切符は最終目的地まではエアチケットで売っているのですが、乗っている側からすると、

フランクフルトで降りた後は電車に乗っているって、あれ電車なのかみたいな感じがする。

それからフランスに関して言えば、２時間半以内だったかな、ある時間より短いフライト

は禁止するとか、そういう政党としての要求動作と、それから世論としても、フランスの

サッカーチームが１時間ちょっとの距離を飛行機で移動したというのが袋だたきに遭うと

か、要するにそういうこと自体が、他人事じゃなくて当事者として向き合わなきゃいけな

い課題ということで、こういうフロアに持ち込まれていますと。まず、その事実関係とい

うか、そういう構造というのがどうしてそうなんだという形で紹介されている感じがしな

いんです。 

 航空局で私の机だけだと思いますけれども、仕事の関係上、外国のメディアの新聞が入

ります。フィナンシャルタイムズだったり、あるいはニューヨークタイムズだったり、こ

の前はワシントンポストだったかな、このテーマに割かれている紙面のボリュームが、日

本の新聞と比較したときに全然違います。 
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 それから、割かれているものが単に紹介記事じゃなくて、それをどう考えるかって、必

ず書いている記者の方の主張あるいは意見、これは記者だけじゃなくて、会社の方針なの

かもしれません。例えばワシントンポストであれば、ヨーロッパの行動について、実際に

みんな飛行機に乗るのが悪だというのであれば、鉄道で動いたらどうなるかという、先進

的というか、かなりエキセントリックな取組と日本から見えるようなことをやっている国

は、スウェーデンから始まってオランダを通って、ドイツを通って、フランスへ行くみた

いなのを旅行記の形にしておのおの紹介する。それに対して、その国の人たちはこういう

ふうに考えているというのも、意識高い系からそうでないところまで含めてちゃんと網羅

して、分析して、読む人に、１５分読めば、なるほどなって分かる。申し訳ないのですが、

そういう記事を日本のメディアで私は見たことがない。 

 だから、まずそういうことを日本人としてどう思うのかというのを考えるという動作を

ぜひ、航空という次元じゃなくて促すような、そういうことをやっていただきたいと思っ

ていまして、この中、基本方針上は官民連携協議会等になっていますけど、この「等」の

一環として、私としては取材に来られるメディアの皆様にはそういう記事をぜひ書いてく

ださいと。そういういい記事であれば、それを私は私の立場でいい記事ですねと言うし、

いろんなところに御紹介しますということを申し上げております。せっかく取材していた

だけるのであれば、こういう動作を皆さんでよく考えていただくきっかけにしていただき

たい。日本人として、そういうのをヨーロッパと同じように考えるかというのは、また次

の問題だと思います。 

 現にヨーロッパはそうやって考えているから、プレミアムで値段が高いものを、この部

分は環境に充てる値段ですとやっている部分を高い値段で買うという企業行動が定着して

いるところがありますので、そういうことにつなげられるかどうかということも、あわせ

て考えていただけるきっかけをつくっていただきたいということでございます。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。 

【篠原委員】  一言いいですか。御説明よく分かります。ただ、基本的に国民の関心が

薄いからメディアは取り上げないんですよ。だから、国民の関心をどうやって起こしてい

くかということを、関係者の皆さん方にも考えていただきたい、何かきっかけができれば、

僕はメディアはすぐ飛びつくと思うんです。だから、きっかけをつくる工夫をしたらいい

と思うんです。 

 それから、ヨーロッパの飛び恥的な考え方と日本人の感性というのは落差があると思う
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ので、それとは区別しながら、でも日常的な航空運賃の問題とか、いろんなことにも関連

するかもしれませんよ、身近に影響してきますよということをしっかりとアピールしてい

く。そして、何か一つでもいいですから、具体的なものでメディアが取り上げそうな感じ

のものを投げたらどうでしょうか。 

【屋井部会長】  大変重要なポイントを御指摘もいただいたし、どうもありがとうござ

いました。時間の管理上、加藤委員がそろそろ退室しなきゃいけないということなので、

すみませんけど、先に加藤委員から御意見いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

【加藤委員】  すみません。申し訳ありません、勝手を申しまして。 

 この基本方針（案）で費用負担とか利用者負担と書いてあるわけですけど、そうすると

運賃に跳ね返るよということが見えるわけです。ただ、そのときにこれを公共負担にする

のか、あるいは利用者負担にするのかという話というのは、大きな話になる。すなわち燃

料に消えるわけだから。今まではハードしかつくってない、原則ハードだったものを燃料

に使えるのかとか、あるいはまた全然別枠で考えるのかという話になると思うんですけど、

そういう方向性をまず組み立てる必要があるのか。 

 それから、例えば負担のレベルを制度設計しないといけない。最初は大きなコストがか

かって負担して、あとはコストは安くなってくるんだからいいんじゃないかとか、いうと

ころです。 

 問題は、理屈で考えるのは簡単だけど、それが国民に理解されるかどうかというのはま

た別の話です。参考までにちょっと紹介すると、自動車ユーザーのＪＡＦという団体でア

ンケートを１３万人ぐらいもらっているんです。これはカーボンニュートラルの実現に向

けての自動車税制をどう思いますか、といったら、ゼロベースから考えるべきという声が

半分くらいなのですが、その前に減税を前提に置くわけです。 

 国民の意識は篠原先生がおっしゃっているように、現実と理屈が違うと思います。難し

い制度設計をすると、理屈上はきれいだけども、これではまず理解を得られない。多分そ

ういう問題があるので、分かりやすい課金、負担でどう理解を進めていくかをセットで説

明しないと、要ると言ったって、次にはいくら要るねん、という話になる。 

 それともう一つ、保安の問題があるんです。こちらにもコストがかかり、その負担が増

えるように思いますから、問題は環境だけじゃないですね、今後、こういうことも含めて

全体的に考えなければいけないと思います。私に明確な答えあるわけではありませんが、
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問題提起とさせてください。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。それじゃ、鎌田委員、お待たせしま

した。すみませんでした。よろしくお願いします。 

【屋井部会長】  幅広く今御意見をいただいたところですので。すみません、時間がな

くなっちゃった加藤委員には退室で、申し訳ないです。どうぞ。 

【鎌田委員】  失礼いたしました。 

 私のほうから２点ございます。先ほどから議論になっている、どうやって国民というか、

日本に住んでいる人の理解を得るかというところで、、まず資料１－１で、インターネッ

ト等を通じて知らせますという点で、１３ページ目に分かりやすく体制を図式していただ

いているんですが、ここに国民への説明というものが入っていないというのが気になりま

す。検討会を立ち上げるべきということを申し上げたいわけではなく、誰が国民に対して

コミュニケーションを取るのかという部分がはっきりしていないということです。 

 それに関連して、資料１－２の６ページで、３番目にの他関係者等が講ずべき措置とい

うことで、⑥で利用者と書いてありますが、コミュニケーションの問題だと思います。先

ほど議論がありましたヨーロッパなどでは、日本から考えると、そもそも環境問題に対し

て意識が高いわけです。そのヨーロッパでの事例等をすぐ日本に適用するのは現実的な話

ではないと思います。 

 先ほどからの議論で気になっているところは、航空というところ、あるいは空港という

ところが単体で捉えられている。これは言い方としては適切ではないかもしれませんけれ

ども、交通というのは派生需要であることがほとんどなので、航空を利用するということ

は、例えば出張であれば移動手段の一つでしょうし、観光においても移動手段の一つにな

る。そうすると、航空局さん側からしてみたら航空単体かもしれませんけれども、利用者

からしてみると、一連の行動の一部分でしかないわけです。その部分を取り上げられて、

それを理解するように言われても、ぴんとこないのが正直なところなのではないかと思い

ます。 

 さらに、こういったことは、特に観光旅行者に関して言うと、楽しみに行っているのに、

自分の行動について制限されるようなことを言われるのはパラドックスが起きるところが

あります。そのため、観光客のベネフィットになるようなことが考えられるのではないか

と思います。 

 私も詳しいわけではないのですが、海外、たしかアメリカだったと思いますけれども、
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自分の行動でどれぐらいＣＯ２が削減できるかみたいなアプリが開発されていて、削減す

るとポイントとして返ってくるなど、ある種楽しみながらＣＯ２削減に取り組むような形

です。今までだったら車で行っていたところを自転車で移動すると、その分ＣＯ２の排出

が削減できたので何ポイント得られ、そのポイントを実際の買物に使えるとか、そういっ

たアプリなどの開発を試みている企業もあると思います。そういった企業と積極的に連携

していくというのが重要ではないかと思います。 

 その点に関連して、④で省エネ・再エネの技術等を有する事業者とありますが、これも

結局、航空は省エネ・再エネの技術を適用する一分野でしかないと思います。 

 一分野でしかないというふうにあえて言うのは、こうした企業はほかの分野でも適用す

るノウハウを持っているはずなので、航空としてどうかという話よりは、少し前から注目

されているオープンイノベーション的なやり方で、航空にあえて限定せず、こういう技術

があって、こうするとこういうふうにＣＯ２の排出を削減できるとか、人々の理解に対し

てベネフィットという観点で説明できるというのをもっと積極的にオープンにすると、政

策としてはＳＡＦとかＣＯ２削減というところに持っていけるでしょうし、利用者として

は理解というところにつなげていけると思います。それからそういった関連する事業者に

関して言うと、ある種ビジネスチャンスとして捉えてもらえるところがあると思います。

これから長い時間を要する件だと思いますので、必要に迫られてやっていますというより

は、そこから何か新しいものを生み出すための方法という形で話をしていくことで、ベネ

フィットの部分でうまくまとめていける方向が考えられるのではないかと思いました。 

 言うのは簡単だというのは承知しておりますので、一意見としてとどめていただければ

と思います。ありがとうございました。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。それでは、続けて、田中委員、よろ

しくお願いします。 

【田中委員】  田中です。遅れての参加、大変失礼いたしました。前半の御説明を伺っ

ていなくて申し訳ないのですけれども、先生方の御意見を伺っていて、私も意見を一つ言

わせていただきます。 

 ＳＡＦについては原料確保、国産化はどうかが一番大きな課題かなと思います。国民の

理解が進まないなというお話に関しては、海洋プラスチック、レジ袋問題等においても、

分かってはいるけれども、賛同しても行動には移せないようなところがあります。その理

解が進んで行動変容につながるよう、オールジャパン体制が取れるためには、原料確保の



 -29-

段階で原料が航空に閉じない議論があると良く、航空機の燃料を通して、自分の地域と世

界がつながるような原料の提供が可能なしくみができるとよいかと思っています。 

 官民共同の研究も進んでいますけれども、これが大手企業のみならず、外の業界のもう

少し裾野の広がりも検討できたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。今まで出席委員の方々は一旦、全て

御意見いただいていますけども、重ねてという方がいらっしゃったら、ここでお受けしま

すけども。先ほど航空局さんからリプライがありましたが、それに関して何か追加で御発

言ありますか。よろしいですかね。なさそうですか。大丈夫ですか。 

 それじゃ、よろしいでしょうか。私からもこの場を借りて、意見を申し上げたいと思い

ます。 

 どうもありがとうございました。それから、委員の皆さんの御発言も聞いていて、つく

づくそのとおりだなと思って聞いていたところであります。国民の方々の理解、とりわけ、

まずはＳＡＦを導入することによるコスト増加を誰がどうやって負担するかに関わるとき

に、必ず利用者にも負担を求めざるを得ない。これは間違いないことでございますので、

そういう観点からも理解を早めに継続的にいただくということの大切さがはっきりしてき

たと思います。 

 その上で何点か、資料１－２の案について改めて意見を申し上げたいと思います。 

 １点目は、小さなことが多いんですけども、１ページ目で、今の御意見なんかも聞いて

いて、国際社会における様々な取組、確約事項等が書かれています。けども、こうやって

全部書いていただくと、国土交通省が定めたグリーンチャレンジですとか、国土交通省と

しての横断的な取組みたいな文言がちょっと抜けちゃった。環境省はもちろん、法律とし

てしっかりとやっていこうと国として定めたんだけど、国土交通省としても定め、その中

で航空分野がとりわけしっかりと頑張っているということなので、グリーンチャレンジ、

正確な名前で書いていただければと思います。それもありますということも書いていただ

ければと思います。 

 それから３ページ目の、先ほど一番最初の篠原委員の御議論のところで、ＳＡＦに関す

る国民の理解を深めるのに官民協議会で検討を行うということで、官民協議会がプランニ

ングする場だというふうに書かれているのですが、実際に行うのは、５ページで、国の取

組として理解を促す、広く国民の理解を深めるという、国の主体的な取組として進めると

なっています。今までのいろんな議論を聞いていて、官民協議会の場は、当然ながらエア
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ラインさん等も含めて主体的に取り組んでいただかなきゃいけない。ただ、どういうデザ

イン、設計をしていくか、その理解を深めていくという、長い時間をかけてやっていく取

組の検討、検討自体はまだ時間がありますから、それはぜひ官民協議会の場だけじゃなく

て、必要があれば先ほどの意見にもあったようにそれなりの組織をつくって、その場でし

っかりと検討していただければいいかなと思いました。 

 それから６ページの⑥、これも委員の方々の御意見を聞いていてふっと思ったところで、

誤解がないように書いたほうがいいかと思うのは、⑥の最後の文章なんですよね。利用者

の費用負担を含めて理解するところまではいいのですが、その後の自らの行動が脱炭素化

につながるよう意識し、協力することって言っているのはそのとおりなんだけど、この範

囲がどこまでの範囲で言われているのか。日常的な生活の中でごみを出さない、消費をし

ないようにしようということなのか、あるいは先ほど来の大沼さんの御議論からいうと、

これはもう飛行機に乗るなって言っているようなことなのかもしれない。だから何のこと

を言われているのかが少なくとも伝わるような書き方をして、メッセージとして第１弾に

なるという意味では、国民の方々に何をこの方針で伝えようとしているのか、そこをはっ

きりしたほうがいいかなと思いました。 

 それから最後に、８ページの②の一番下のところ、中長期的に実施が見込まれる事業や

新たな技術の活用が見込まれる事業という、ここは大変重要なポイントで、はっきりして

いるものしか書けないという計画、それも重要です。一方で、一空港だけではできないけ

ども、こういう分野の技術開発はぜひ必要だし、そういうことが実現できれば、空港の計

画にもしっかりと入れて貢献していきたい。こういう話は多数あると思いますので、そう

いうことが何らか、計画の中身にも多少書き込めるようにしておいたほうが、はっきりや

らなきゃいけないことはっきりやると書くんだけども、一方で要望に近いのかな、でもそ

ういうこともどこかに記載できるようになっていたほうがよさそうだなと思いました。 

 最後に、これは先ほど管制のほうからも話がありましたけども、航空路において迂回の

少ない飛行ルートの実現等に取り組むというのは、あえてしっかりと書いていただいてい

るのは、例えば首都圏空域みたいな議論があるんですよね。多くの飛行機がその空域は通

れないということで迂回している。この問題、脱炭素化に取り組むために、ＳＡＦをたく

さん導入している飛行機であれば、そういうところを通っていって短時間で到着できる。

燃料の消費も少ない。そんなことが取組としてできれば、これは一定程度の効果があった

りします。 
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また、ＣＤＭといって、様々な機関と協力しながら運用をしていくという活動。これは今

までもやっていますけど、これをさらに加速していくことが、一つの典型的な例として挙

げられると思います。 

 ちょっと長くなりましたけど、私からもコメントと意見を申し上げさせていただきまし

た。 

 それじゃ、全てじゃなくてもいいですけども、これに関してそちらのほうからお伺いを

いただければと思います。 

【大臣官房参事官（航空戦略担当）】  航空局の東田でございます。まずは加藤委員か

らございました、ＳＡＦの導入に関しましての負担をどのようにしていくかという点でご

ざいます。 

 まずはＳＡＦについては絶対的な量がないという状況の中で、今、グリーンイノベーシ

ョン基金なども活用しながら、研究開発、そして製造というところに力を入れてやってお

ります。ここをまずどれくらいコストを抑えていくかというのが重要だと認識しておりま

すけども、その後、それに加えまして、出来上がったＳＡＦについての負担の在り方とい

うのは恐らく、今後しっかりと議論していく必要があると考えております。 

 その上でですけども、利用者の皆様に負担をお願いするに当たっても、自動車の事例と

して減税ありきで国民の皆様方にありますので、そういったアドバイスもいただきました。

我々としても、利用料金が増える増えるという前のめりで、負担ありきで理解を得るので

はなくて、全体として今置かれている状況も丁寧に御説明しながら、その一つとして負担

の話もしていけるように丁寧に進めていきたいと考えております。 

 次に、鎌田委員からございました、こちらも国民への理解、説明の観点でございます。

確かに組織としてどこかに所掌を置いて説明をするということは規定しておりませんけど

も、御指摘のとおり、どこかきちっと横の連携も図りながら責任を持って対応できるよう

に、今後考えてまいりたいと思います。 

 単体で考えているけども、あくまでも移動手段の一つとして、国民から見るとどこから

どこまで、観光の中の一つであったり、そういった一連の流れという御指摘、確かにその

とおりでございます。我々も今後、理解とか周知していくに当たってどのような方策で考

えていくか、これから検討してまいりますけども、そういった中においては官民協議会の

メンバーに限らず、裾野を広げて観光業界の方々に意見を伺ったりとか、そういった形で

広く関係者の意見を聞きながら取り組んでまいりたいと考えております。 
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 あと、自分の行動に関してアプリがあったら楽しいんじゃないか。これ実は我々も担当

レベルで、こういうアプリがあったら理解促進が進むなという話をしたこともございまし

て、そのような話がありましたら、我々としても協力できることは協力してまいりたいと

考えております。 

 田中委員からございましたＳＡＦに関しまして、原料確保が重要、国産化が重要、資源

エネルギー庁、そして関係者と共にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

 屋井部会長からございました。まず、基本方針（案）の１ページ目、グリーンチャレン

ジの件、すみません、本当であれば御指摘を受ける前に規定しておくべきでございました

けども、しっかりと記載させていただきたいと思います。 

 ３ページ目でございますけども、官民協議会の関係につきましては、官民協議会何だっ

たけな。 

【航空ネットワーク部長】  官民協議会の部分につきましては、恐らく主体が国という

ところも初めあって、それに対して官民協議会だけになっているところを、官民協議会を

含めてほかにもいろんなやり方も間々あるだろうと思います。例えば官民協議会に限定し

た今の官民協議会等でというよりも、官民協議会等の場も活用しながらとか、そんな感じ

でちょっと。 

【屋井部会長】  必要があればそれなりの専門部会みたいなのをつくって、集中的に検

討してもいいんじゃないかということですね。 

【大臣官房参事官（航空戦略担当）】  この基本方針での書きぶりの御説明ですけども、

３ページのところは①で、あくまでもＳＡＦの導入に限定した部分でしたので、官民協議

会で検討というふうに記載させていただいておりますけども、５ページ目の理解促進のと

ころではしっかりと国として取り組むと。こちらで理解の仕方をしっかりと書いたつもり

でございます。ただ、誤解も生じるかとは思いますので、部会長の御意見もいただきなが

ら今後進めてまいりたいと考えております。 

 ６ページの３ポツ目の⑥利用者の関係、確かに自らの行動が脱炭素化につながるよう意

識し、協力することとか、範囲が明確じゃないという点につきまして、我々の思いとしま

してはそういった利用者に対する期待ですので、一般的な生活までというよりも、空港、

そして航空機に乗る、そういったところを対象として意識していただきたいという思いも

ございますので、また検討させていただいて、きちっと書きぶりについて精査したいと思

います。ありがとうございます。 
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 以上です。 

【交通管制部長】  交通管制部長の高橋でございます。最後に屋井先生から御指摘のあ

りました空域の話については、先ほど平田先生、矢ケ崎先生からも迂回ルートのところで

ちょっと御指摘もありまして、まとめて御説明させていただきます。 

 最近は人工衛星を使って、今まで無線施設のところをジグザグ行っていたところを直航

化する、迂回を少なくするとか、あとは空港周りで、これも無線施設に沿って引っかかっ

て大回りしていたところを人工衛星を使って小回りにするとか、そういった話もございま

して、いろいろな航空路、空港周りを含めて迂回の短縮ができないかというのを、エアラ

インの方の御意見を聞きながら、管制のほうで検討しているところでございます。 

 それ以外にも、上下に空域を分離して航空機をスムーズに流すというのもやっておりま

して、西日本は既に終わっておりますけども、これから東日本のほうでも進めていくとい

う話にしております。 

 あと、空港の中も、特に羽田みたいに大きくなりますと、出発するまでにターミナルビ

ルからいろんなところを回されて時間がかかるというのもありますので、その辺も交通流

をうまく管理して、状況に応じて離陸待機をして、なるべくスムーズに時間をかけずに出

発させる。そういった意味での短縮化というのも進めております。 

 こういったものを進めるには、やはり静止衛星の活用もこれから複数になっていきます

し、あとは情報基盤が、管制、航空会社、いろいろなほかの関係者との間でまだまだのと

ころがありますので、標準化を進めてやっていく予定にしております。これによって予測

をみんなが立てて、スムーズに進めていくということにしております。 

 ちょっと補足の説明でございました。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。最後の今おっしゃっていただいたと

ころに関して、例えば出発制御みたいな、空域が混雑しちゃうとどうしても迂回しなきゃ

いけないから、そもそも出発を待ってもらう。もしかしたら、排出の多い飛行機について

は空くまで待ってもらうみたいな運用をすると、迂回も少ないし、排出も少ないというこ

とができるかもしれない。いろいろありますよね。どうもありがとうございました。 

 それでは、以上お答えをいただいたんですけど、よろしいでしょうか。特に今、手が挙

がって。どうぞ、大沼審議官。 

【大臣官房審議官】  今度は手短に申し上げます。ありがとうございます。 

 きっかけはおっしゃるとおりなんです。それで総会の場でも、ヨーロッパの国は沈みそ
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うになっている小さな島に、要するにこれ以上温暖化になると国が沈みますとか、そうい

うところを引っ張り出してくる。あるいは異常気象でロンドンは４０度を超えました、こ

れで何人死にましたとか。日本の場合、そういう異常気象で引っ張り出せるかというと、

またこの異常気象というのがこれに結びつくっていう感じになかなかならないので、正直

ここでまだ回答はないのですが、そこはよく考えたいと思いますし、ぜひお知恵をいただ

きたい。 

 鎌田委員からも御指摘あったように、これ官民協議会とか、本当のステークホルダーだ

けで議論する場というよりは、もうちょっと違うフロアというか、そういうところの知恵

も必要な感じもしますので、先ほど部長からあったように、それはどういう形でやってい

くのがいいのか、よく考えたい。実は官民連携協議会というのは環境団体とか、そういう

のが入ったフロアではございませんので、屋井先生御指摘のように、これ自然にヨーロッ

パの人が読むと、飛行機乗るなになってしまいますが、そうではなくて、別の視点の人か

ら見た場合にどう思うかも含めて、そこは航空局内で考えたいと思います。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。 

 それでは、時間の関係は確かにありまして、次の議題に入らせていただきます。これは

手短にということになってしまいますけども、よろしくお願いします。 

【企画室長】  資料２の航空を巡る足下の動きについてということを手短に、まず私の

ほうから需要動向と水際の状況等について御説明をさせていただきます。資料４ページ目

でございます。 

 こちらは本邦航空会社の国内線・国際線旅客数の推移ということでございまして、図の

赤い折れ線が国内線旅客数の推移、緑のほうが国際線の推移となっております。コロナ前

からの数字を示しておるものでございます。 

 御案内のとおり、国際線・国際線とも、コロナ禍で激しく旅客需要が落ち込んでおりま

したけれども、コロナの感染が落着き始めまして、ようやく最近は抜け始めているという

状況でございます。平均的には国内線は約８割程度、国際線も３割程度まで戻っていると

いうことでございます。特に国内は全国旅行支援の開始と相まって、１０月には瞬間的に

９５％、国際線は水際の緩和がありまして３８％ということで、過去最高の回復を記録す

るといった状況になってございます。 

 続きまして、５ページ目でございます。こちらは水際対策の見直しということでござい

まして、主に国際線に関係するような内容になりますけれど、日本はＧ７の中でも特に厳
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しい水際制限が続いておりましたけれども、この１０月１１日以降、大幅な緩和が認めら

れたということになってございます。パッケージツアー以外のインバウンドも認められて

おりますし、今現在、かなり運航本数も増えているという状況になってございます。地方

空港についてはコロナ禍の間、基本的に国際線は受け入れておりませんでしたけれど、今

回の水際の緩和措置によりまして、今後の就航予定に応じて受入れ準備を進めて、自治体

と空港側で準備が整い次第、国際線の受入れは再開するということで、現在、各空港で準

備を進めているところでございます。 

 水際と需要動向については以上でございます。 

【無人航空機安全課長】  それでは、引き続きまして、次世代モビリティの活用に向け

た課題・取組状況ということで、無人航空機安全課の梅澤と申します。御紹介させていた

だきます。 

 資料の７ページになりますが、御紹介いたしたいのは空飛ぶクルマと無人航空機でござ

いまして、それぞれ目標、課題というものが今ございます。空飛ぶクルマにつきましては、

２０２５年の大阪・関西万博で商用運航を始める。これは内閣官房の万博アクションプラ

ンの中で明記されているところでございますし、その後も引き続き、社会実装に向けた取

組が必要となっているところでございます。 

 課題といたしましては、今現在、空飛ぶクルマについては乗り物として安全性を証明さ

れたものはございませんので、その実現に向けた環境整備、制度整備、いろいろございま

す。それを片づけていかなきゃいけないということでございます。 

 直近の取組といたしましては、機体の安全基準であるとか、操縦者のライセンスである

とか、基本的には有人機、人が乗って飛ぶものが最初に空飛ぶクルマということになりま

すので、基本的に現在の航空法、有人機のルールを適用していくわけですが、電動である

とか、そういうところを踏まえた基準の調整というものを今やっております。 

 それから無人機に関しましては、こちらは昨年の政府の成長戦略実行計画で明記されて

おりますけれども、本年度中にレベル４飛行を実現するということになっております。レ

ベル４飛行と申しますのは、ドローンを有人地帯、人が住んでいるところで目視外飛行等

をするという飛び方でございます。これは現在、認められていない飛行でございまして、

これを新たに本年度中に認めていくというのが目標になっております。その後、レベル４

飛行も徐々に、さらに人口密度の高いところへ拡大していくということが目標になってお

ります。 
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 こちらにつきましては改正航空法の施行を１２月５日に控えておりますので、施行規則

をもちろん制定しておりますし、いろいろな制度設計を今進め、順次運用通達なるものを

出しているという状況でございます。 

 さらに、これは少し将来的な話になりますけれども、ドローンの運航がさらに稠密にな

ってきたときに備えて、ドローンの運航管理システムを今後導入していく、そのための制

度整備であるとか、具体的にどういうふうに、ＵＴＭＳと言われていますけれども、そう

いうものを入れていくのかというものを、今、検討を始めているところでございます。 

 それぞれについて具体的なお話が８ページ以降になりますが、まず空飛ぶクルマでござ

います。空飛ぶクルマについては明確な定義はないんですけれども、電動で将来的に自動

操縦、それから垂直で離着陸する、そういう乗り物が一つのイメージになっています。 

 諸外国においてはｅＶＴＯＬと呼ばれておりまして、電気的に飛ぶもの、電動で飛ぶも

ので、ＶＴＯＬですから、垂直離着陸をするものと。そういうものを取り扱っているとい

うことでございます。 

 先ほど申し上げましたけれども、ただいま欧米企業を中心に型式証明という機体の安全

証明の活動が進んでおりまして、まだ正式に証明を取ったものはございませんが、証明を

取得するための作業が進んでいるところでございます。 

 日本におきましても、昨年の１０月になりますが、スカイドライブという会社が開発し

ているＳＤ－５という空飛ぶクルマの型式証明の申請を受けておりますし、先月は外国企

業でありますアメリカのJoby Aviationから型式証明の申請を受けているところでござい

ます。 

 それから、新たな乗り物について制度整備をしていく、その検討体制が９ページになり

ます。こちらについては空飛ぶクルマ実現のために官民協議会を２０１８年に設置してお

りまして、経済産業省と国土交通省の共同事務局ということになっております。国土交通

省の航空局の担当の部分については、主に空飛ぶクルマの環境整備、制度整備という部分

でございまして、９ページの下側、ベージュに塗ってございますけれども、機体の安全性

であるとか操縦者の技能証明、それから運航安全、事業制度、離着陸場ということで、こ

ういう空飛ぶクルマを実際に商用運航していく上でのルールづくりを主に国土交通省が担

当しているところでございます。 

 次の１０ページにまいりますけれども、具体的にどういうふうに進めているかというこ

とでございます。空飛ぶクルマは現在、世界中で開発が進んでおる乗り物でございまして、
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統一的な基準が存在していないという状況でございます。その中で、２５年の万博に向か

って、我が国においても必要な安全基準を順次策定し、２０２３年度末までにこのような

ルールを出していくということになっています。 

 下の図を見ていただければと思いますけれども、真ん中ほどに運航操縦者の技能証明、

離着陸場基準について整理・公表となっています。２０２３年が一番最後のお尻というこ

とになっていますけれども、それまでの間でも決まったものから順次公表して、２０２５

年に向かってやっていく方針としております。あと、万博会場周辺とか空港上空で空飛ぶ

クルマの飛行を安全に行うために、２０２４年度末までに交通管理を行う体制も並行して

整備するということにしております。 

 １１ページになりますけれども、こちらは離着陸場に関する検討でございます。離着陸

場に関しては、先ほど２０１８年から官民協議会をやっていると申し上げましたけれども、

その９ページの一番下にございました離着陸場ワーキングというのは、実は今年度から設

置したものでございます。これは空飛ぶクルマ、垂直に陸着陸する、そういう運航をする

乗り物でございますので、離着陸場（ポート）についても運航を踏まえた、さらに狭隘地

で離着陸ができるような基準で離着陸場を設定できないかという論点がございます。 

 こちらは欧州の安全当局でありますＥＡＳＡであるとか、アメリカの安全当局であるＦ

ＡＡからこの辺の新たな離着陸場基準というものが、暫定基準でありますが、出ておりま

すので、我が国においても今後、空飛ぶクルマの実装を進めていく上で、さらに狭い場所

で離着陸ができるようなポートの基準について検討を行っているところでございます。 

 １２ページにまいりますが、空飛ぶクルマは、基準が今のところ世界的に統一された基

準というものはございませんので、国際的に調和が取れた基準の策定に向けて国際的な連

携が重要となっているところでございます。 

 先月になりますけれども、そういう観点から航空局では、米国のＦＡＡと空飛ぶクルマ

に関する協力声明というものに先月署名をしたところでございます。これを通しまして、

政策とかプログラムの情報交換、あるいは空飛ぶクルマの開発に関するノウハウ等の共有

を進めていく予定としております。 

 さらに、世界的に統一的な基準がないという点につきましては、９月にございましたＩ

ＣＡＯの総会でも我が国からワーキングペーパーを出させていただいておりまして、総会

の場で他国からも賛同がございました。ＩＣＡＯにおいて、このような統一基準の策定に

向けた検討グループの設定について動きが始まっているところでございます。 
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 １３ページになりますけれども、低高度における安全・円滑な航空交通のための体制整

備ということでございます。空飛ぶクルマを、今後想定される運航拡大を見据えまして一

体的に空域を捉えまして、航空保安業務を提供していこうということで検討をしておりま

す。一つの有力なルートであります関空から夢洲、万博会場までの飛行につきましても、

関空周辺に管制圏が設定されているエリア、それからルート上、夢洲周辺、この３つに分

けて一体的に航空保安業務が提供できるような形で、ただいま検討が進められているとこ

ろでございまして、施設整備、定員を令和５年度概算要求に盛り込んでいるところでござ

います。 

 次のページからがドローン（無人機）のことになります。ドローンについては、登録の

義務化というものが本年６月２０日から施行されています。下のグラフを見ていただけれ

ばと思いますが、これまで３１万５,０００機弱が既に登録をされています。登録制度と

しては、１００グラム以上のものを登録してくださいということになっていまして、登録

を受けたドローンについてはＪＵ番号を付与し、それをドローンに表示するということが

義務づけられています。 

 本年１２月５日から施行される改正航空法の関係が１５ページになりますが、レベル４

の飛行というのは有人地帯を目視外で飛ぶということでございます。今まで認めていない

飛行を認めていくということでございますし、何より人の上を飛ぶ飛行でございますので、

安全性の確保というのは大変重要でございます。改正航空法の施行に伴いまして、今後、

国として機体の安全性を証明する、国として操縦者に操縦ライセンスを発行するというこ

とを開始するということになります。今までレベル４飛行、認められていなかったものが

今後認められていくということで、さらなるドローンの活用拡大に寄与していくというこ

とでございます。 

 １６ページになりますが、今後の進め方になります。申しましたとおり、１２月５日に

新制度施行、改正航空法が施行されます。既に８月、９月の段階から、下の線表を見てい

ただければと思いますが、機体認証については安全基準を既に公布しておりますし、ライ

センスについては実地試験の実施要領、どういう試験科目をやるべきなのかということも

公表させていただいています。 

 それから操縦ライセンスについては、自動車の教習所をイメージしていただければと思

いますが、登録講習機関といって、今１,４００ぐらいあるドローンスクールの中で国の

登録を受けていただいて、登録講習機関での講習を終えた操縦士については実地試験を免
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除するという制度になっています。その登録講習機関の登録要件というものを９月５日に

出させていただいております。登録講習機関については、９月５日から登録の申請が始ま

っておりまして、既に三百数十の機関から申請を受けている状況でございます。 

 それから運航管理につきましても、特にレベル４飛行については、リスク評価、それか

らリスク低減措置を取っていただくことにしています。我々としては、どのようなリスク

評価をすべきなのかというガイドラインを今作成しておりまして、それを１２月５日まで

に出させていただき、それに基づいてリスク評価をした上で、レベル４飛行を安全に行っ

ていただくということを考えています。 

一番上に一種の機体検査と書いていますが、これはレベル４対応の機体ということでござ

います。１２月を過ぎますとレベル４対応の機体の検査を始めまして、年度内に型式認証

や機体認証を出す。 

ライセンスにつきましても、一等の操縦ライセンスを発行し、２０２０年度内、来年

３月末までにレベル４飛行を実現したいと進めているところでございます。 

 １７ページになりますけれども、これは少し先の話になりますが、ドローンはこれから

レベル４飛行も開始されますし、どんどんと数が増え、運航数が増えていく。その中で、

運航管理システムをどうしていくのかということに関する検討でございます。 

 左側からステップ１、２、３となっていますけれども、徐々にドローンが増えてきて、

空域が混雑してくるということを模式的に示したものでございます。現在は、見える範囲

をお一人で飛ばしているという状況でございますけれども、ステップ２になって複数の運

航者が同じ空域を飛ぶと。そういう段階になると、隣で飛んでいるドローンがどういう経

路で、どういうところに行こうとしているのかということをお互いに共有することで安全

性は確保されますので、まずステップ２としてこういうＵＴＭプロバイダ、サービスプロ

バイダを航空局が認めていく。そこを利用していただくことをもって、さらにこういう稠

密な空域利用を実現していくことを考えています。こちらのほうは２０２５年をめどに実

現を目指しております。 

 さらにステップ３になりますと、空域の稠密度はさらに上がったような状況でございま

す。こちらのほうは導入時期は未定でございますけれども、空域が混雑してきて、その中

で、このエリアについては必ず航空局が指定したＵＴＭプロバイダを使ってくださいとい

うことで、さらなる稠密な運航を可能にするということを考えています。こちらになりま

すと、空域に入るもの、有人機も含めて全てネットワーク型のリモートＩＤを装備してい
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ただいて、運航管理をしていくということを想定しております。 

 次のページ以降は、参考資料ということでございます。機体認証、操縦ライセンス、運

航管理ということでございますが、機体認証についてはレベル４対応の第一種、それ以外

の第二種ということでございまして、検査につきましては量産機の設計等を見る型式認証、

それから一機の機体の安全性を見る機体認証ということでやってまいります。当然、民間

の登録検査機関において……。 

【屋井部会長】  参考は後で見ておいてもらえば。 

【無人航空機安全課長】  参考は省かせていただいて、御質問がありましたら。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。すみません、司会の不手際で予定の

時間を過ぎてしまいましたので、本件に関しましては今後もこの基本政策部会で意見を求

められる機会があると思っていますので、今日は状況について御説明をいただいたんだと

いうことで、中途半端な議論になるよりはいいかと思いますので、恐縮ですけども、議事

のほうはこれで終わりたいと思います。前半の基本方針に関しては、委員の皆様からいた

だいた多数の、そして非常に貴重な御意見がたくさんありますので、これをぜひ反映する

努力をしていただきまして、最終的な基本方針として定めていっていただきたいと思いま

す。もちろん基本方針を定めることがまずは当面の目標でありますけども、その後、実質

的な取組を加速していくということがさらに重要でございますので、ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、最後になりますけども、久保田局長さんからまた一言いただいてと思います

ので、よろしくお願いします。 

【航空局長】  航空局長の久保田でございます。本日は航空脱炭素基本方針（案）につ

きまして、貴重な御意見をいただきまして大変ありがとうございます。説明ぶりの中の対

応を含めて活用させていただければと思っておりますので、引き続きの御指導よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 脱炭素につきましては、国民全体というか、日本国全体の各ステークホルダーがそれぞ

れ進めるべき問題だというふうに思います。それは温対計画であるとか、国交省でいうな

らばグリーンチャレンジといった、そんな分野でやることであると思っています。航空の

分野、これは国際航空があるので必然といえば必然なのですが、いろんな行政分野がある

中で、多分トップランナーの一員の中で走っているんだろうと思っています。そういう自

負を持って進めているところでございます。 
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 国民の理解を得ることにつきましても、そういう気概を持って取り組んでいきたいと思

いますので、先生方の引き続きの御指導、何とぞお願い申し上げたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

【屋井部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、これで議事は終わらせていただいて、司会のほうにマイクを戻したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

【航空イノベーション推進官】  屋井部会長、ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事概要と議事録につきましては、委員の皆様の御了承をいただいた

後に、ホームページ上で掲載させていただきたいと思います。 

 また、次回の開催につきましては、改めて委員の皆様に日程調整の御連絡を差し上げた

いと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、本日は以上となります。誠にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


